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(57)【特許請求の範囲】

【請求項１】ISDNの2B＋Ｄチャネルを介して相手ISDN端

末装置と通信するISDN端末装置を複数接続するISDNベー

シックユーザ網インタフェースにおいて、

各ISDN端末装置毎に、

使用中Ｂチャネル登録部と、

中断中Ｂチャネル登録部と、

中断中呼数登録部と、

Ｂチャネル別の中断再開登録部と、

単一の中断／再開キーと、

中断中呼数表示部と、

チャネル切替登録部と、

前記中断／再開キーの作動時に、当該ISDN端末装置が通

信中にあるとき前記使用中Ｂチャネル登録部の内容に応

じた中断送出及び該使用中Ｂチャネル登録部の登録消

去、並びに当該ISDN端装置が通信中にないとき前記中断

中呼数登録部の内容に応じて前記チャネル切替登録部の

内容、又は中断中Ｂチャネル登録部の内容を考慮に入れ

た再開送出及び前記使用中Ｂチャネル登録部への再開Ｂ

チャネル登録のための制御と、チャネル切替登録部への

Ｂチャネルの登録制御を行なう第１の制御手段と、

前記中断送出、又は再開送出に対する応答種別及びチャ

ネル対応に前記Ｂチャネル別の中断再開登録部への対応

する内容の登録、並びに該登録内容に応じた前記中断中

呼数登録部、中断中Ｂチャネル登録部への登録、及び中

断中の呼数に応じた中断中呼数表示部の制御を行なう第

２の制御手段とを設けたことを特徴とするISDN端末中断

再開方式。

【発明の詳細な説明】

〔目次〕
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〔概要〕

〔産業上の利用分野〕

〔従来の技術〕

従来の通信制御シーケンス（第７図）

〔発明が解決しようとする課題〕

〔課題を解決するための手段〕

〔作用〕

〔実施例〕

本発明の一実施例（第２図）

本発明実施例の通信制御処理フロー（第４図及び第５

図）

本発明の通信制御シーケンス（第６図）

〔発明の効果〕

〔概要〕

　通信中／空き情報、使用中チャネル情報、中断中呼数

情報及び中断再開情報を利用しての単一の中断／再開キ

ーによる中断／再開送出を行なうことの出来るISDN端末

中断再開方式に関し、

　使用チャネルを意識することなく、少ないハードウェ

アで中断再開処理を行なうことを目的とし、

　ISDNの2B＋Ｄチャネルを介して相手ISDN端末装置と通

信するISDN端末装置を複数接続するISDNベーシックユー

ザ網インタフェースにおいて、前記複数のISDN端末装置

のうちの或るISDN端末装置の中断／再開キーの作動時

に、当該ISDN端末装置が通信中にあるとき前記使用中Ｂ

チャネル登録部の内容に応じた中断送出及び該使用中Ｂ

チャネル登録部の登録消去、並びに当該ISDN端装置が通

信中にないとき前記中断中呼数登録部の内容に応じて前

記チャネル切替登録部の内容、又は中断中Ｂチャネル登

録部の内容を考慮に入れた再開送出及び前記使用中Ｂチ

ャネル登録部への再開Ｂチャネル登録のための制御と、

チャネル切替登録部へのＢチャネルの登録制御を行な

い、前記中断送出、又は再開送出に対する応答種別及び

チャネル対応に前記Ｂチャネル別の中断再開登録部への

対応する内容の登録、並びに該登録内容に応じた前記中

断中呼数登録部、中断中Ｂチャネル登録部への登録、及

び中断中の呼数に応じた中断中呼数表示部の制御を行な

うようにして構成した。

〔産業上の利用分野〕

　本発明は、通信中／空き情報、使用中チャネル情報、

中断中呼数情報及び中断再開情報を利用しての単一の中

断／再開キーと中断中呼数表示部による中断／再開送出

を行なうことの出来るISDN端末中断再開方式に関する。

　ISDN（統合サービスディジタル通信網）におけるISDN

ベーシックユーザ網インタフェースにおいては、その１

本の回線に８台までのISDN端末装置をマルチポイント接

続することが出来る。又、前記ISDNベーシックユーザ網

インタフェースには、２つのＢチャネル（64kビット／

秒のデータチャネル）が形成されるから、同時に前記１

本の回線を介して２つまでのISDN端末装置がISDNを介し

て相手ISDN端末装置と通信することが出来る。その通信

中にあるISDN端末装置は、又当該通信を中断し、そして

再開することが出来る。中断した通信の再開は、中断し

たISDN端末装置でも、同一回線に接続されたISDN端末装

置においても行なうことが出来る。その中断呼数は２ま

でとり得る。

〔従来の技術〕

　前記ISDNベーシックユーザ網インタフェースにおける

中断再開方式は、第７図に示すように各ISDN端末装置毎

に各Ｂチャネル対応の中断／再開ランプ及び中断／再開

キーを設けて各ISDN端末装置における中断再開処理を行

なうものである。例えば、第７図におけるISDN端末装置

＃１及びISDN端末装置＃２が、それぞれB2チャネル及び

B1チャネルを介して通信中にある状態において（第７図

の100、102参照）、ISDN端末装置＃１の中断／再開キー

K12が押下されたとする。そのISDN端末装置＃１からＤ

チャネルを介してISDNに対して中断メッセージが送出さ

れる（第７図の104参照）。それに対してISDNから中断

応答メッセージ（INFO）が返され（第７図の106参

照）、そのISDNベーシックユーザ網インタフェースに属

する各ISDN端末装置の中断／再開ランプR12、R22、R32が

オンにされてB2チャネルが中断されたことを各ISDN端末

ユーザに知らせる。又、ISDNから中断確認メッセージが

ISDN端末装置＃１へ返される（第７図の108参照）。

　その後に、ISDN端末装置＃３において、中断中にある

B2チャネルを介して通信を再開したい場合には、その中

断／再開キーK32を押下して再開メッセージを送出し

（第７図の110参照）、それに対する再開応答メッセー

ジ（INFO）（第７図の112参照）により各ISDN端末装置

の中断／再開ランプR12、R22、R32がオフにする。そし

て、再開確認メッセージがISDN端末装置＃３へ返された

とき（第７図の114参照）、B2チャネルを介しての通信

に入る（第７図の116参照）。

〔発明が解決しようとする課題〕

　この従来方式は、ユーザが自己の使用しているチャネ

ルがB1であるか、又はB2であるかを何らかの手段によっ

て知っている必要がある。これは、ユーザがチャネルを

意識することなしに通信したいという要求に反してその

使い勝手が悪い。又、各ISDN端末装置毎に中断／再開ラ

ンプ及び中断／再開キーを２個ずつ設けなければならな

い。

　本発明は、斯かる問題点に鑑みて創作されたもので、

使用しているチャネルを意識することなく、少ないハー

ドウェアで中断再開処理を行なうことの出来るISDN端末

中断再開方式を提供することをその目的とする。

〔課題を解決するための手段〕

　第１図は、請求項１記載の発明の一実施例を示す。こ

の図に示すように、請求項１記載の発明は、ISDNの2B＋

Ｄチャネルを介して相手ISDN端末装置と通信するISDN端

末装置を複数接続するISDNベーシックユーザ網インタフ
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ェースにおいて、前記各ISDN端末装置毎に、使用中Ｂチ

ャネル登録部４と、中断中Ｂチャネル登録部６と、中断

中呼数登録部８と、Ｂチャネル別の中断再開登録部10

と、単一の中断／再開キー12と、中断中呼数表示部18

と、チャネル切替登録部20と、第１の制御手段14と、第

２の制御手段16とを設ける。そして、前記第１の制御手

段14は、前記中断／再開キー12の作動時に、当該ISDN端

末装置が通信中にあるとき前記使用中Ｂチャネル登録部

４の内容に応じた中断送出及び該使用中Ｂチャネル登録

部４の登録消去、並びに当該ISDN端装置が通信中にない

とき前記中断中呼数登録部８の内容に応じて前記チャネ

ル切替登録部20の内容、又は中断中Ｂチャネル登録部６

の内容を考慮に入れた再開送出及び前記使用中Ｂチャネ

ル登録部４への再開Ｂチャネル登録のための制御と、チ

ャネル切替登録部20へのＢチャネルの登録制御を行な

い、前記第２の制御手段16は、前記中断送出、又は再開

送出に対する応答種別及びチャネル対応に前記Ｂチャネ

ル別の中断再開登録部10への対応する内容の登録、並び

に該登録内容に応じた前記中断中呼数登録部８、中断中

Ｂチャネル登録部６への登録、及び中断中の呼数に応じ

た中間中呼数表示部18の制御を行なうようにして前記請

求項１記載の発明は構成される。

〔作用〕

　ISDNユーザ網インタフェースで2B＋Ｄチャネルが形成

されて通信に入っているISDN端末装置において、中断／

再開キー12が作動されたとき、当該ISDN端末装置が通信

中にあるならば、前記使用中Ｂチャネル登録部４の内容

に応じた中断送出及び該使用中Ｂチャネル登録部４の登

録消去が行われるが、逆に当該ISDN端装置が通信中にな

いならば、前記中断中呼数登録部８の内容に応じて前記

チャネル切替登録部20の内容、又は中断中Ｂチャネル登

録部６の内容を考慮に入れた再開送出及び前記使用中Ｂ

チャネル登録部４への再開Ｂチャネル登録のための制御

と、チャネル切替登録部20へのＢチャネルの登録制御が

行われる。

　前記中断送出、又は再開送出に対し、ISDNから返され

て来る応答種別及びチャネル対応に前記Ｂチャネル別の

中断再開登録部10に対応する内容が登録されると共に、

その登録内容に応じた登録を前記中断中呼数登録部８及

び中断中Ｂチャネル登録部６に行い、又中断中の呼数に

応じた中断中呼数表示部18の制御を行なう。

　ISDN端末装置における中断再開処理が中断中呼数表示

部18と、単一の中断／再開キー12で行うことができる。

〔実施例〕

　第２図は本発明の一実施例を示す。この図において、

ISDNに接続される回線20は、ISDNベーシックユーザ網イ

ンタフェースの回線である。回線インタフェース部22は

ドライバ24及びレシーバ26を介してISDNに接続される回

線20へ接続されている。回線インタフェース部22は、第

３図に示すように分離多重装置28及びスイッチ30を有す

る。分離多重装置28はＤチャネル、B1チャネル及びB2チ

ャネルの分離及び多重化処理を行なう。スイッチ30はB1

チャネル及びB2チャネルの切替えを行なう。回線インタ

フェース部22において、分離されたＤチャネルのデータ

はデータバス32を介してCPU34に伝達され、さらにCPU34

はデータバス32によりRAM36及びROM38へ接続されてい

る。RAM36には、B1登録エリア11及びB2登録エリア13、

通信中／空き表示エリア15、使用中Ｂチャネル登録エリ

ア17、中断中Ｂチャネル登録エリア19、中断中呼数登録

エリア21及びチャネル切替登録エリア20が設けられてい

る。使用中Ｂチャネル登録エリア17は第１図における使

用中Ｂチャネル登録部４に対応し、中断中Ｂチャネル登

録エリア19は第１図における中断中Ｂチャネル登録部６

に対応する。中断中呼数登録エリア21は第１図の中断中

呼数登録部８に対応している。B1登録エリア11及びB2登

録エリア13はＢチャネル別の中断再開登録部10に対応し

ている。ROM38に格納されている第４図に示す通信制御

処理フローに従った処理を行なうためのプログラムを、

RAM36内のその処理に必要な各エリアの登録内容を用い

つつ実行するCPU34が、第１図の第１の制御手段14（第

２図の判断処理Ｉ）に対応する。ROM38に格納されてい

る第５図に示す通信制御処理フローに従った処理を行な

うためのプログラムを、RAM36内のその処理に必要な各

エリアの登録内容を用いつつ実行するCPU34が第１図の

第２の制御手段16（第２図の判断処理II）に対応する。

　そして、CPU34には、中断／再開キー12、表示部44及

びダイヤル45が接続されている。表示部44はダイオード

46及びダイオード48から成り、そのダイオード46は赤色

に発光し、ダイオード48は緑色に発光する。

　スイッチ30の単一入出力端はバス40を介してコーデッ

ク50、そして受話アンプ52及び送話アンプ54を介してハ

ンドセット56へ接続される。

　上述構成の本発明の動作を以下に説明する。

　今、ISDN端末装置＃１及びISDN端末装置＃２が、それ

ぞれB2チャネル及びB1チャネルを使用して通信中にある

ものとする（第６図の200及び202参照）。従って、ISDN

端末装置＃１及びISDN端末装置＃２のRAM361及びRAM362

内の通信中／空き表示エリア151及び通信中／空き表示

エリア152に通信中情報が登録され、ISDN端末装置＃１

のRAM361内の使用中Ｂチャネル登録エリア171にB2が登

録され、ISDN端末装置＃２のRAM362内の使用中Ｂチャネ

ル登録エリア172にB1が登録されている。又、いずれのI

SDN端末装置＃ｉ（ｉ＝１、２及び３である。以下同

じ。）の表示部44iもオフにある。なお、これらの通信

に入るのに先立って、Ｄチャネルを介して公知の通信開

始手順が取られるが、前記各ISDN端末装置が発呼端末で

ある場合には、当該ISDN端末装置がその発呼応答メッセ

ージを受信したときに前記各通信中／空き表示エリアに

通信中情報が登録され、又その応答メッセージ内のＢチ

ャネル情報を用いて各使用中Ｂチャネル登録エリアにそ
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のＢチャネル情報が登録される。又、前記各ISDN端末装

置が着信端末である場合には、各ISDN端末装置がその呼

設定メッセージを受信したときに前記各通信中／空き表

示エリアに通信中情報が登録され、又その呼設定メッセ

ージ内のＢチャネル情報を用いて各使用中Ｂチャネル登

録エリアにそのＢチャネル情報が登録される。又、前記

各通信中／空き表示エリアへの空き登録、及び前記各使

用中Ｂチャネル登録エリアへのＢチャネル情報消去は解

放メッセージ又は解放完了メッセージを用いて行なわれ

る。又、これらの通信中におけるISDN端末装置＃１及び

ISDN端末装置＃２の音声通話は、従来と同様、対応ISDN

端末装置のハンドセット56（但し、添字付さず。以下こ

の文内同じ。）、受話アンプ52、又は送話アンプ54、コ

ーデック50、回線インタフェース部22のスイッチ30及び

分離多重装置28、ドライバ24、又はレシーバ26、そして

ISDNに接続される回線20を介してISDNの相手ISDN端末装

置との間で行なわれる。

　この通信中に、ISDN端末装置＃１において中断／再開

キー121が押下されたとすると、そのISDN端末装置＃１

のCPU341は、RAM361の通信中／空き登録エリア151を参

照して通信中にあることを知り（第４図のS1参照）、又

RAM361の使用中Ｂチャネル登録エリア171を参照して使

用中ＢチャネルはB2チャネルにあることから（第４図の

S2のB2参照）、データバス321を介してB2チャネルにつ

いての中断メッセージを回線インタフェース部221へ送

出する。回線インタフェース部221では分離多重装置281

においてその中断メッセージをISDNに接続される回線20

上に形成されている2B＋Ｄチャネルに多重化し、その信

号をドライバ241を介してISDNに接続される回線20内の

上り回線へ送信する（第４図のS1参照及び第６図の204

参照）。そして、通信中／空き登録エリア151への空き

登録及び使用中Ｂチャネル登録エリア171の登録消去を

行なう（第４図のS13）。

　上述の如き中断メッセージを受信したISDNは、中断応

答メッセージをISDNに接続される回線20を介して送り返

して来る（第６図の206参照）。このメッセージをレシ

ーバ26iを介して受信した各ISDN端末装置＃ｉの分離多

重装置28iにおいてＤチャネルを分離し、その中断応答

メッセージをデータバス32iを介してCPU34iへ転送す

る。CPU34iは、そのメッセージ中の中断／再開の区別を

示す種別情報（コード）及びＢチャネル判別ビットに応

答して（第５図のS1、S2参照）B2登録エリア13iにB2チ

ャネルが中断中にある旨の登録を行なう（第５図のS4参

照）。そして、中断に入ったチャネルがB2であることか

ら、中断中呼数登録エリア21iに中断中呼数として１を

登録し（第５図のS5、S6及びS7参照）、中断中Ｂチャネ

ル登録エリア19iにB2の登録を行なう（第５図のS8参

照）。そして、ダイオード48iの発光、つまりそこから

緑色の光を放出せしめる（第５図のS8参照）。これは、

Ｂチャネルを介して通信中にあった１つの通信呼が中断

したことを示している。又、前記中断応答メッセージに

続いて中断確認メッセージがISDN端末装置＃１へ送られ

て来る（第６図の208参照）。それまでB2チャネルを介

して通信中にあったISDN端末装置＃１の通信は中断する

（第６図の210参照）。

　その後に、ISDN端末装置＃３において、その中断／再

開キー123が押下されたとする。これに応答するCPU343

はRAM363の通信中／空登録エリア153を参照して空きに

あることを知り、中断中呼数登録エリア213を参照して

中断中呼数が１で、その中断中にあるチャネルはB2であ

ることから、データバス323を介してB2チャネルについ

ての再開メッセージを回線インタフェース部223へ送出

する。回線インタフェース部223では分離多重装置283に

おいてその再開メッセージをISDNに接続される回線20上

に形成されている2B＋Ｄチャネルの内のＤチャネルに多

重化し、その信号をドライバ243を介してISDNに接続さ

れる回線20内の上り回線へ送信する（第４図のS1参照及

び第６図の300参照）。そして、通信中／空き登録エリ

ア153への通信中登録及び使用中Ｂチャネル登録エリア1

73への再開Ｂチャネル登録を行なう（第４図のS14参

照）。上述の如き再開メッセージを受信したISDNは、再

開応答メッセージをISDNに接続される回線20の下り回線

を介して送り返して来る（第６図の302参照）。このメ

ッセージをレシーバ26iを介して受信した各ISDN端末装

置＃ｉの分離多重装置28iにおいてＤチャネルを分離

し、その再開応答メッセージをデータバス32iを介してC

PU34iへ転送する。CPU34iは、そのメッセージ中の中断

／再開の区別を示す種別情報（コード）及びＢチャネル

判別ビットに応答して（第５図のS1、S10参照）B2登録

エリア13iにB2チャネルについて通信が再開された旨の

登録を行なう（第５図のS12参照）。そして、通信の再

開に入ったチャネルがB2であり、このチャネルは既に通

信中にあってB1登録エリア11iには通信再開情報が登録

されていることから（第５図のS5のNO、及びS6のNO参

照）、中断中呼数登録エリア21iに＂0"の登録を行なう

（第５図のS13参照）。そして、中断中Ｂチャネル登録

エリア19iの登録消去を行なう（第５図のS19参照）。そ

して、ダイオード48iの無発光、つまりそのいづれのダ

イオードにも通電せしめない（第５図のS14参照）。こ

れは、いづれのＢチャネルも通信中にあることを示して

いる。又、前記再開応答メッセージに続いて再開確認メ

ッセージがISDN端末装置＃３へ送られて来る（第６図の

304参照）。ISDN端末装置＃３はB2チャネルを介して通

信を開始する（第６図の306参照）。

　そして、このISDN端末装置＃３での通信中断を行なう

べくその中断／再開キー123の押下が生ぜしめられる

と、このときのISDNベーシックユーザ網インタフェース

における通信状態は、上述のISDN端末装置＃１において

その中断／再開キー123の押下が生ぜしめられたときの

通信状態と同じであるので、その時にISDNとの間で取り
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交わされた通信制御シーケンスと同じシーケンスがISDN

との間で取り交わされてISDN端末装置＃３の通信中断が

生ぜしめられる。その通信制御シーケンスを第６図にお

いて404、406、408及び410で示す。これらの参照番号40

4、406、408及び410は、それぞれ第６図の204、206、20

8及び210に対応する。従って、その詳細な動作は上述の

ISDN端末装置＃１の通信中断について説明したところを

参照されたい。

　このISDN端末装置＃３の通信中断後に、更にISDN端末

装置＃２おいて通信中断を行なうべくその中断／再開キ

ー122の押下が生ぜしめられると、そのISDN端末装置＃

２のCPU342は、RAM362の通信中／空き登録エリア152を

参照して通信中にあることを知り（第４図のS1参照）、

又RAM362の使用中Ｂチャネル登録エリア172を参照して

使用中ＢチャネルはB1チャネルにあることから（第４図

のS2のB1参照）、データバス322を介してB1チャネルに

ついての中断メッセージを回線インタフェース部222へ

送出する。回線インタフェース部222では分離多重装置2

82においてその中断メッセージをISDNに接続される回線

20の上り回線上に形成されている2B＋Ｄチャネルに多重

化し、その信号をドライバ242を介してISDNに接続され

る回線20内の上り回線へ送信する（第４図のS3参照及び

第６図の504参照）。そして、通信中／空き登録エリア1

52への空き登録及び使用中Ｂチャネル登録エリア172の

登録消去を行なう（第４図のS13参照）。

　上述の如き中断メッセージを受信したISDNは、中断応

答メッセージをISDNに接続される回線20の下り回線のＤ

チャネルを介して送り返して来る（第６図の506参

照）。このメッセージをレシーバ26iを介して受信した

各ISDN端末装置＃ｉの分離多重装置28iにおいてＤチャ

ネルを分離し、その中断応答メッセージをデータバス32

iを介してCPU34iへ転送する。CPU34iは、そのメッセー

ジ中の中断／再開の区別を示す種別情報（コード）及び

Ｂチャネル判別ビットに応答して（第５図のS1、S2参

照）B1登録エリア11iにB1チャネルが中断中にある旨の

登録を行なう（第５図のS3参照）。そして、中断に入っ

たチャネルがB1及びB2であることから、中断中呼数登録

エリア21iに中断中呼数として２を登録し（第５図のS

5、S15及びS16参照）、中断中Ｂチャネル登録エリア19i

にB1の登録を更に追加する（第５図のS17参照）。そし

て、ダイオード48iの発光、つまりそこから赤色の光を

放出せしめる（第５図のS18参照）。これは、Ｂチャネ

ルを介して通信中にあった２つの通信呼が中断したこと

を示している。又、前記中断応答メッセージに続いて中

断確認メッセージがISDN端末装置＃２へ送られて来る

（第６図の508参照）。それまでB2チャネルを介して通

信中にあったISDN端末装置＃２の通信は中断する（第６

図の510参照）。

　このような２つの通信中断が生じた後の通信再開に際

しての再開手順は上述の第４図のステップS5までは同じ

であるが、S6における判断後の処理が次のようになる。

通信再開のISDN端末装置＃ｉにおいてそのチャネル切替

登録エリア20iの登録内容に従って（第４図のS10参照）

上述の如きＤチャネルを介しての再開手順を行なう（第

４図のS11、又はS12参照）。そしてB1チャネルについて

の再開メッセージの送出（第４図のS11）の場合はチャ

ネル切替登録エリア20iにB1を登録し（第４図のS15）、

B2チャネルについての再開メッセージの送出（第４図の

S12）の場合はチャネル切替登録エリア20iにB2を登録す

る（第４図のS16）。このことによりB1チャネル,B2チャ

ネルの交互の再開ができる。又、中断呼数が１であり、

そのチャネルがB1である場合の再開手順は、中断呼数が

１であり、そのチャネルがB2である場合の再開手順と同

じである。そのときの各ISDN端末装置＃ｉの表示部44i

の発光も又同じである。

　又、中断中のチャネルがB1であるときに、再開メッセ

ージが送出され、それに対する再開応答メッセージが返

されたときの通信再開情報はB1登録エリアに登録される

（第５図のS11参照）。

　なお、前記実施例における表示部44の構成としては、

他の識別手段、例えば消灯、点灯、点滅で代替してもよ

い。又、通信中にあるか、空きにあるかの判断は、使用

中Ｂチャネル登録エリアの情報を用いて代替することも

可能である。

〔発明の効果〕

　以上述べたところから明らかなように本発明によれ

ば、チャネルの使用状況を意識せずにISDN端末装置を使

用することができる。従って、マンマシンインタフェー

スの向上となる。それに要するキー及び表示素子の数は

少なくて済む。

【図面の簡単な説明】

第１図は請求項１記載の発明の原理ブロック図、

第２図は請求項１記載の発明の一実施例を示す図、

第３図は回線インタフェース部22の内部構成図、

第４図及び第５図は請求項１記載の発明の通信制御処理

フローを示す図、

第６図は請求項１記載の発明の通信制御シーケンスを示

す図、

第７図は従来の通信制御シーケンスを示す図である。

第１図乃至第６図において、

４は使用中Ｂチャネル登録部（使用中Ｂチャネル登録エ

リア17）、６は中断中Ｂチャネル登録部（中断中Ｂチャ

ネル登録エリア19）、８は中断中呼数登録部（中断中呼

数登録エリア21）、10はＢチャネル別の中断再開登録部

（B1登録エリア11及びB2登録エリア13）、12は単一の中

断／再開キー、14は第１の制御手段（ROM38に格納され

ている第４図に示す通信制御処理フローに従った処理を

行なうためのプログラムを、RAM36内のその処理に必要

な各エリアの登録内容を用いつつ実行するCPU34）、16

は第２の制御手段（ROM38に格納されている第５図に示
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す通信制御処理フローに従った処理を行なうためのプロ

グラムを、RAM36内のその処理に必要な各エリアの登録

内容を用いつつ実行するCPU34）、18は中断中呼数表示

部である。

【第１図】

＊

＊
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【第２図】
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【第３図】
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【第４図】
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【第５図】
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【第６図】
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【第７図】


